
 (選択必修科目)インターンシップ 旅費支給規程について 
 

H29 年度までの国内外のインターンシップ実施数は海外 16 件、国内 17 件にのぼる。これ

らの実績データをもとに、従来実施の学生と比較して大きな支援差のない範囲で、インター

ンシップ(国内/海外、短期/長期)にかかる経費支援ルールを改定する。 

 

H29 年度までのインターンシップ旅費支給内規 

■長期で 60 万円、短期で 45 万円を上限とし以下を支給する。 

 現地までの往復交通費 ：規定額（航空券は実費支給） 

 滞在費（宿泊費、食費、現地交通費に相当）：上限 5,000 円／日 

■予防接種費用（HWIP が認めたもの）、ビザ申請手数料については上記限度枠外で支給

する。 

 

H30 年度 インターンシップ旅費支給内規 

■インターンシップ実施期間(日数)に応じて、次の計算で支給上限額を定める。 

  【海外】 

上限額＝min ¥600,000	 ,	 	 	 280 実施日数 4 ¥1,000    

※ 予防接種費用やビザ申請手数料等、プログラムが実施に必要と認めた経費も

すべてこの上限の範囲内とする。 

  【国内】 

上限額＝min ¥600,000	 ,	 	 	 90 実施日数 4 ¥1,000    

■具体的には次のルールで支給する 

 現地までの往復交通費：規定額（航空券は実費支給） 

 滞在費（宿泊費、食費、現地交通費に相当）：上限 5,000 円／日 

 

参考(裏面) ：履修生ページ「インターンシップ科目」説明(必要部分抜粋) 

 

  



 


